
附表１ 

番号 項     目 基       準 

1 一般細菌 100個／mL以下 

2 大腸菌 検出されないこと 

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg／L以下 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10㎎／L以下 

34 鉄及びその化合物 0.3㎎／L以下 

38 塩化物イオン 200㎎／L以下 

46 
有機物 

（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 
3㎎／L以下 

47 ｐＨ値 5.8以上 8.6以下 

48 味 異常でないこと 

49 臭気 異常でないこと 

50 色度 5度以下 

51 濁度 2度以下 

備考）番号は、水質基準に関する省令（平 15･5･30厚生労働省令第 101号）による。 

 

 


